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生活の約束、最終決定権は「生徒総会」
笠間中学校生徒総会において新たに「合同協議会」を設置し

生徒と教職員が共同で学校運営を担う体制の整備を決定しました

　令和７年度笠間中学校（生徒数391名）では、初めての試みとして、生徒が
学校運営の一翼を担い、校則等を考える仕組みを整えるため、生徒会からの
提案で生徒総会にかけられ、承認多数で可決されました。

　・開催日時　　5月27日（火）　6校時（午後2時30分～午後3時20分） 

　・開催場所　　笠間市立笠間中学校　体育館
　・今回の生徒総会の特徴

　①　生徒会が生徒の生活目標を提示 ～自律的、自治的活動へ～
　　　・　学校のグランドデザイン作成に、生徒会の目標を提示。
　　　　　※　生徒会が発案した「生徒の生活目標」がグランドデザインに盛り込まれ、学校の
　　　　　　将来像を生徒の視点で見ることで、生徒が主体的に学校運営に関わっています。
　　　・　市教育委員会「デジタルビジョンサミット」で市内中学校生徒会代表が出した共同声明に
　　　　よる「ＳＮＳとの関わり方」について全生徒に提示・確認しました。

　②　活発な生徒意見の表明と活用を促す、新しい意見箱制度の導入
　　   ・　これまで教師が判断・対応してきた生徒からの意見を、生徒代表からなる評議会での
　　　　審議、教職員との合同協議会を経て対応することになりました。（上記左図）
　　　・　生徒会活動や学級活動などの特別活動の場を基盤として、民主的で自治的な合意形
　　　　成を学び、市民性を育むことを目指します。

5月27日（火）　6校時開催 

概要（生徒総会資料から）

R7の生徒総会で可決された「新対応手順」
　※生徒の評議会及び教職員との合同協議会を通すことに R6までの「旧対応手順」

　



生徒総会資料から

　 令和７年度笠間中学校グランド

デザインの中に生徒会が発案した
「生徒の生活目標 」を職員の組織
目標と並べて記載。

　 生徒総会をオンラインで開催して

いる理由として、採決時の投票や質
問時、タブレットを使用することで個
人の機密性の確保、即時開票、即
時公表可能が挙げられる。



生徒総会の様子



R7の生徒総会で可決された「新対応手順」

R6までの「旧対応手順」


